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と、被用者健保の被保険者も国保の被保険者と同様に、②により手続きをすることが妥

当と考えられる。 
②による場合は、市町村から被用者健保の医療保険者にカードを発行済みであること

と保健医療番号を通知する手順が必要になるが、カード交付時に登録された中継ＤＢを

経由して、被用者健保の医療保険者に通知することが可能である。 
 

：利用者による行動

年金保険者

⑨カード交付 ※１

⑥電子証明
書の発行を
申請

既存の被保険者証等からの切替え方法

⑪ カード交付済の通知（保険者が

市町村以外の場合）※１

③住基台帳上の４情報と
一致するか確認した上
で、４情報、基礎年金番
号、医療保険の被保険
者記号番号と保険者番
号、介護保険の被保険
者番号と保険者番号を
送達 ※１

⑦電子証明
書を発行

※１ 保健医療番号を導入する場合には、当該番
号を、③と併せて発行ＤＢに送達し、⑨のカード
交付時に券面又は別紙に印刷するとともに、⑪
と併せて医療保険者に通知する。

② 送付されてきた交付案内、健康保険証
（必須）、年金手帳（該当者）、介護保険証
（該当者）と共に、カード発行申請書を提出
する。

① カード交付の案内を送付

発行ＤＢ

⑧-1 カード
発行情報を
送達

⑩交付
完了の
登録

⑧-2 
カードを
有効化

医療保険者

介護保険者

④各保険者に利用者の存否を問合せ

⑤利用者の存否を回答 ※２

※２ 利用者が問合せ先の保険者に所属してい
ない旨の回答があった場合は、正しい保険者を
確認の上、再手続が必要

：オンラインで行われる手続

利用者

電子証明書
発行局

交付事務取扱者
（市町村）
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図 2-6-1-1 既存の被保険者証等からの切替時の手続きフロー 

 
保険者単位、在住する市町村単位のいずれかで一斉に切り替えを始
めることが考えられるが、市町村単位（その中で交付対象者を選択
することも可能）で切替え手続きをすることとする。 

 


